
令和４年８月４日 国道１１３号における集中豪雨による一部通行規制解除
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お問い合わせ先

新潟市中央区南笹口２－１－６５ https://www.hrr.mlit.go.jp/niikoku/

電話 ０２５－２４４－２１５９（代表）

みなみささぐち

国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所

副所長（改築） 木村 一幸（きむら かずゆき） （内線２０４)

新潟国道事務所管内

の最新路面状況は

下記URL参照

にいがたLIVEカメラ
https://www.live-cam.pref.niigata.jp/

直轄国道のその他の情報提供先（ホームページ）
○北陸地方整備局 管内 https://www.hrr.mlit.go.jp/index.html
○長岡国道事務所 管内 https://www.hrr.mlit.go.jp/chokoku/index.html
○高田河川国道事務所管内 https://www.hrr.mlit.go.jp/takada/index.html
○酒田河川国道事務所 http://www.thr.mlit.go.jp/sakata/
○山形河川国道事務所 http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/
○郡山国道事務所 http://www.thr.mlit.go.jp/koriyama/

状況報告

午前２時３５分 国道１１３号十文字交差点(村上市坂町)～山形県境(関川村金丸)に

おいて全面通行止めを実施

国道７号十文字交差点(村上市坂町)～山形県境(関川村金丸)において、大雨の影響による冠水を

確認したため、全面通行止めを開始

通行止め区間【国道１１３号十文字交差点(村上市坂町)～山形県境(関川村金丸)】

のうち、高田橋入口交差点(関川村大島)～山形県境(関川村金丸)について、道路巡回

点検の結果、安全が確認できたことから、本日午後５時１５分に通行止めを解除しました。

国道１１３号で山形(小国町)方面から新潟(胎内市)方面へ向かう場合は、国道２９０

号(新発田市方面)へ迂回可能です。※別紙参照
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至 山形（小国町）

【通行止め解除】

国道１１３号 高田橋入口
交差点から山形県境

【通行止め継続中】

国道１１３号 十文字交差点
から高田橋入口交差点

【通行止め解除】

国道１１３号 高田橋入口交
差点から山形県境
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国道113号 十文字交差点
から高田橋入口交差点
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